
私
擬
憲
法
に
み
る
民
権
思
想伊

東

富

昭

は

じ

め

に

一
九
八
五
年
五
月
、
京
浜
歴
科
研

「
神
奈
川
県
史
を
学
ぶ
会
」
に
お
い
て
「五

日
市
憲
法
草
案
」
と

「
暖
鳴
社
草
案
」
と
の
比
較
検
討
を
行
な
い
、
レ
ポ
ー
ト

す
る
機
会
を
得
た
。
同
例
会
に
お
い
て
は
、
権
力
側
と
民
衆
側
の
国
家
構
想
を

比
較
す
る
と
い
う
視
角
か
ら

「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
と
の
比
較
を
大
湖
賢

一
氏

が
、
ま
た
起
草
主
体
の
思
想
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
角
か
ら
千
葉
卓

三
郎
の

「
王
道
論
」
の
分
析
を
奥
田
和
美
氏
が
担
当
し
、
私
の
暖
鳴
社
草
案
か

ら
の
影
響
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ

っ
た
か
を
確
認
す
る
作
業
と
合
わ
せ
て
、

「
五
日
市
憲
法
草
案
」
に
対
す
る
、
人
権
規
定
を
重
視
し
た
私
擬
憲
法
中
で
も

類
例
の
な
い
憲
法
草
案
と
い
う
よ
う
な
、
従
来
の

一
面
的
認
識
を
政
治
的

・
思

想
的
弱
点
を
見

つ
め
な
お
す
こ
と
に
よ
り
、　
一
層
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ

本
稿
は
例
会
に
お
け
る
レ
ポ
ー
ト
に
再
検
討
を
加
え
、
さ
ら
に

「
憲
法
草
稿

評
林
」
の
分
析
を
行
な
う
こ
と
で
民
権
思
想
の
本
質
の
追
求
を
深
化
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

一
、

『
五

日
市

憲

法

草

案
』

の
性

格

―
『
暇
鳴
社
草
案

』
と
の
比
較
か
ら
―

（
一
）

ま
ず
、
そ
の
分
析
方
法
が
専
門
的
か
つ
曖
昧
な
点
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
こ

と
を
お
断
り
し
た
上
で
、
Ａ
＝

「
暖
鳴
社
草
案
」
全

一
〇
九
ケ
条
２
と
Ｂ
＝
「
五

日
市
憲
法
草
案
」
全
二
〇
四
ケ
条
Ｃ
と
の
比
較
結
果
を
掲
げ
て
お
く
。
Ｃ

末
尾

の
条
数
は
Ｂ
の
条
文
で
数
え
た
も
の
で
あ
る
。

Ｏ
　
Ａ
と
同
文
、
も
し
く
は
字
句
な
ど
に
多
少
の
置
き
換
え

（皇
帝
↓
国
帝
、

上
院
↓
元
老
院
、
下
院
↓
民
撰
議
院
な
ど
）
や
違
い
が
あ
る
が
、
内
容
的
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に
は
ほ
ぼ
同
じ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
―
五

六
ケ
条
。

Ｏ
　
Ａ
を
基
礎
に
修
補
を
加
え
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
も
の
―
四
〇

ケ
条
。

０
　
０
に
準
ず
る
も
、
よ
り
民
権
的
内
容
の
濃
い
も
の
―
四
ケ
条
。

⑥
　
Ｏ
に
準
ず
る
も
、
よ
り
国
権
的

（天
皇
権
強
化
）
内
容
の
濃
い
も
の
―

五
ケ
条
。

Ｏ
　
Ａ
と
対
立
的
内
容
の
も
の
―
主

ケ
条
。

最
初
に
＜ｅ＞
の
三
ケ
条
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

Ａ
第

一
編
十
三
条
は

「
摂
政
」
の
任
命
に
つ
い
て

「
皇
帝
若
ク
ハ
太
政
大
臣

ヨ
リ
国
会

二
通
知
ス
ル
ニ
止
リ
テ
其
議

二
附
ス
ル
ヲ
要
セ
ズ
」
と
し
て
い
る
が
、

Ｂ

一
三
二
条
こ
で
は

「
国
会

ハ
国
憲

二
揚
ケ
タ
ル
時
機

二
於
テ
摂
政
ヲ
撰
挙
シ

其
権
域
ヲ
指
定
シ
未
成
年
ナ
ル
国
帝
ノ
太
保
ヲ
任
命
ス
」
と
国
会
の
権
利
が
大

き
く
扱
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
Ａ

「
司
法
権
第
二
条
」
で
は

「
凡
ソ
裁
判

ハ
皇
帝
ノ
命
ヲ
奉
シ
諸
裁

判
所
長
ノ
名
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
行
ス
」
と
い
う
の
が
、
Ｂ
で
は

一
七

一
条

「
司
法
権

ハ
不
覇
独
立

ニ
シ
テ
法
典

二
定
ム
ル
時
機

二
際
シ
及
ヒ
之
ヲ
定
ム
ル
規
定

二
循

ヒ
」
と
、
司
法
権
の
独
立
を
う
た
い
、　
一
七
七
条
で
も

「
裁
判
官

ハ
法
律
ヲ
準

擬
シ
」
と
罪
刑
法
定
主
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

以
上
０
の
Ａ
と
対
立
的
な
三
ケ
条
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
よ
り
民
権
的
な
性

格
で
対
立
的
だ
と
言
え
る
。

次
に
０
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
Ａ

「
国
民
ノ
権
利
第
五
条
　
日
本
人
民

ハ
至
当
ノ
賠
償
ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ

ザ
レ
ハ
公
益
ノ
為
ナ
リ
ト
モ
基
財
産
ヲ
買
上
ラ
ル

ヽ
コ
ト
ナ
シ
」
と
い
う
条
文

を
基
調
と
し
、
Ｂ
六
二
条

「
凡
ソ
日
本
国
民

ハ
財
産
所
有
ノ
権
ヲ
保
固

ニ
ス
如

伺
ナ
ル
場
合
卜
雖
ト
モ
財
産
ヲ
没
収
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
」
、
さ
ら
に
二
〇
〇

条

「
如
何
ナ
ル
罪
科
ア
リ
ト
モ
犯
罪
者
ノ
財
産
ヲ
没
収
ス
可
ラ
ス
」
と
、
私
有

財
産
の
保
障
を
徹
底
化
し
て
い
る
。
ま
た
、　
一
九
四
条

「
国
事
犯
ノ
為

二
死
刑

ヲ
宣
言
ス
可
ラ
ス
」
な
ど
よ
り
人
権
を
擁
護
す
る
内
容
を
加
え
て
い
る
。
但
し
、

こ
の
場
合
、
人
権
擁
護
の
対
象
が

「
国
事
犯
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
国

事
犯
」
自
体
の
性
格
も
含
め
て
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
＜ｃ＞

・
＜ｅ＞
項
に
見
ら
れ
る
Ａ
を
越
え
た
民
権
規
定
に
注
目
す
べ
き
こ

Ｌ
は
多
言
を
要
す
ま
い
。Ｃ

し
か
し
ヽ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
③
項
に
見
ら
れ
る
Ａ
か
ら

一
歩
後
退
し
た
規
定
も
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
Ａ

「
第

一
編
皇
帝
第
二
款
皇
帝
ノ
権
利
第
二
十
三
条
」
で
条
約

締
結
を
皇
帝
権
に
あ
り
と
し
な
が
ら
、

「
国
財
ヲ
費
シ
若
シ
ク
ハ
国
彊
ヲ
変
改

ス
ル
ノ
条
約

ハ
国
会
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
効
カ
ヲ
有
セ
ス
」
と
い
う

但
書
き
が
附
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｂ

「第

〓
昌
四
帝
第
一二
早
国
帝
ノ
権
利
」

三
五
条
で
は
、

「
国
帝

ハ
国
会

二
議
セ
ス
特
権
ヲ
以
テ
決
定
シ
外
国
ト
ノ
諸
般

ノ
国
約
ヲ
為
ス
」
と
あ
り
、
国
会
の
権
利
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。

ま
た
、
下
院

（
Ｂ
で
は
民
撰
議
院
）
の
被
選
挙
権
に
関
し
て
、
Ａ
で
は

「
日

本
人
民

ニ
シ
テ
政
権
民
権
ヲ
享
有
ス
ル
二
十
五
歳
以
上
ノ
男
子

ニ
シ
テ
定
格
ノ

財
産
ヲ
所
有
ス
ル
モ
ノ
」
と
ぁ
る
の
に
対
し
、
Ｂ

「第
五
篇
立
法
権
第

一
章
民

撰
議
院
」
八
〇
条
で

「
日
本
国
民
ニ
シ
テ
俗
籍

二
入
り

（神
官
僧
侶
教
導
職
耶

蘇
宣
教
師

二
非
ル
者

ニ
シ
テ
）
政
権
民
権
ヲ
享
有
ス
ル
満
三
十
歳
以
上
ノ
男
子

ニ
シ
デ
定
額
ノ
財
産
ヲ
所
有
シ
私
有
地
ョ
リ
生
ス
ル
歳
入
ア
ル
コ
ト
フ
証
明
シ

撰
挙
法

二
定
メ
タ
ル
金
額
ノ
直
税
ヲ
納
ル

ヽ
文
武
ノ
常
職
ヲ
帯
ヒ
サ
ル
者
」
と

な
る
。
聖
職
者

・
教
職
者

・
軍
人

・
公
務
員
を
除
外
す
る
規
定
は
首
肯
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
し
て
も
、
年
齢
制
限
を
引
き
上
げ
、
財
産
制
限
の
み
な
ら
ず
納
税

制
限
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
Ａ

「上
院
第
二
条
」
で

「上
院
議
院
ノ
任
期

ハ
十
年
ト
シ
五
年
毎

ニ

其
議
員
ノ
半
ヲ
改
任
ス
但
満
期
ノ
後
モ
重
任
セ
ラ
ル

ヽ
ヲ
得
」
と
あ
る
の
が
Ｂ

一
〇
〇
条
で

「
元
老
院
ノ
議
官

ハ
終
身
在
職
ス
ル
者
ト
ス
」
と
さ
れ
て
お
り
、

国
権

・
天
皇
制
を
擁
護
す
る
立
場
の
元
老
院
議
官
の
身
分
の
固
定
化
が
な
さ
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ

「
国
民
ノ
権
利
第
六
条
」
が

「
日
本
人
民

ハ
結
社
集
会
演
説
出
版
ノ
自
由

ヲ
享
有
ス
但
シ
法
律

二
対
シ
テ
其
責
任

二
任
ス
ベ
ンヽ
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、

Ｂ

「
第
二
篇
公
法
第

一
章
国
民
ノ
権
利
」
五
八
条
で

「
集
会
結
社
ス
ル
ノ
権
ヲ

有
ス
」
と
し
な
が
ら
も
、

「
国
禁
ヲ
犯
シ
若
ク
ハ
国
難
ヲ
醸
ス
ヘ
キ
ノ
状
ナ
ク

又
戎
器
ヲ
携
フ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
平
穏

二
」
と
自
ら
足
枷
を
は
め
て
し
ま

っ
て
い
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を
，
そ
こ
に
は
民
権
以
上
に
国
権
を
優
先
す
る
意
志
が
う
か
が
わ
れ
る
。

同
じ
く

「
第
八
条
」
の

「
日
本
人
民
ハ
何
ノ
宗
教
タ
ル
ヲ
論
セ
ス
信
仰
ノ
自

由
ヲ
得
」
に
つ
い
て
、
Ｂ
五
六
条
は
同
等
の
自
由
を
認
め
な
が
ら
、
や
は
り

「
政
府

ハ
伺
時

ニ
テ
モ
国
安
ヲ
保
シ
及
各
宗
派
ノ
間

二
平
和
ヲ
保
存
ス
ル
ニ
応

当
ス
ル
処
分
を
（皐

鰐
じ

ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
国
家
の
安
寧
秩
序
を
重
ん
じ
て
い
る
。

確
か
に
Ｂ
中
に
は
進
歩
的

・
革
新
的
な
民
権
重
視
の
項
目
を
多
々
含
ん
で
い

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
そ
れ
が
完
全
な
徹
底
し
た
も

の
で
は
な
く
、
至

っ
て
保
守
的
か
つ
国
権
的
な
も
の
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。

（
一
一）

以
上
の
比
較
分
析
で
は
、
Ｂ
の
Ａ
と
関
連
し
た
部
分
を
主
と
し
て
検
討
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
い
く
つ
か
の
Ｂ
自
体
に
お
け
る
矛
盾
点
が
浮
き
出

て
き
た
。

「
第

一
篇
国
帝
第
二
章
摂
政
官
」
に
つ
い
て
見
る
と
、　
一
五
条

「
成
年
ノ
国

帝
其
政
ヲ
親
ラ
ス
ル
能

ハ
サ
ル
場
合

二
於
テ
国
帝
ノ
相
続
者
既

二
満
十
五
歳

ニ

至
ル
ト
キ

ハ
摂
政
官

二
任
ス
」
と
あ
る
。
し
か
し
、　
一
一
条
で

「
国
帝

ハ
満
十

八
歳
ヲ
以
テ
成
年
ト
ス
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

一
二
条

「
国
帝

ハ
成
年

二
至
ラ
サ

ル
間

ハ
摂
政
官
ヲ
置
ク
可
シ
」
と
あ
り
、
こ
れ
で
は
国
帝
と
し
て
の

「
成
年
」

に
至
ら
な
い
摂
政
官
が
誕
生
し
て
し
ま
う
。
そ
う
か
と
思
う
と
、　
一
七
条
で
は

「
摂
政
官

ハ
瀞
廿．
一
歳
以
上
ノ
Ｅ
Ｃ
タ
ル
可
シ
」
と
あ
り
、
全
く

一
貫
性
が
な

い
。
ま
た
、
摂
政
官
の
任
命
に
つ
い
て
の
国
会
の
権
利
は
、　
一
五
条
で
単
に

「
国
帝
若
ク
ハ
太
政
大
臣
」
か
ら
の
通
知
を
受
け
る
の
み
と
す
る
の
に
対
し
、

前
述

一
三
二
条
で
は
撰
挙

・
任
命
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（傍
点
筆
者
）

次
に

「
第
三
篇
立
法
権
第
三
章
国
会
ノ
職
権
」

一
一
七
条
で

「
国
会
議
ス
ル

所
ノ
法
案

ハ
其
討
議
ノ
際

二
於
テ
国
帝
之
ヲ
中
止
シ
若
ク
ハ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ス
」
と
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
同
第
四
章
国
会
ノ
開
閉
」

一
四

一
条
で
は

「
国
帝

ハ
国
安
ノ
為

二
須
要
ト
ス
ル
時
機

二
於
テ
ハ
両
議
院
ノ
議
決
ヲ
不
認
可

シ
其
議
会
ヲ
中
止
シ
紛
議
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
其
議
員
二
解
散
ヲ
命
ス
ル
ノ
権
ヲ

有
ス
」
と
矛
盾
が
甚
し
い
。
国
権
を
意
識
し
た
た
め
の
結
果
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、

「
同
第
二
章
元
老
院
」
で
は
、
九
九
条

「
元
老
院
ノ
議
官

ハ
国
帝
ノ
特
命

二
因
リ
テ
議
員
中

ヨ
リ
之
ヲ
任
ス
」
と
あ
る
。
こ
の

「
議
員
」
と
い
う
の
は
民

撰
議
員
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
九
七
条
の
元
老
院
議
官
の
規
定
の
中
で

「
民
撰
議
員
ノ
議
員
ヲ
兼
任
ス
ル
ヲ
得
ス
」
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
元
老
院

議
官
に
命
ぜ
ら
れ
た
時
点
で
辞
任
す
る
と
す
れ
ば
、　
一
見
矛
盾
は
な
い
よ
う
に

思
え
る
の
だ
が
、
九
八
条
に
元
老
院
議
員
に
な
り
う
る
条
件
と
し
て
、
第

一
に

「
民
撰
議
員
ノ
議
長
」
と
あ
り
、
議
長
は
民
撰
議
員
中
か
ら
選
ば
れ
る
も
の
で

あ
り
（
九
〇
条
）
、
議
員
を
辞
す
と
議
長
も
当
然
辞
任
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、

元
老
院
議
官
と
し
て
の

一
つ
の
資
格
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
大
湖
氏
も

「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
と
の
比
較
か
ら
、

そ
の
結
果
を

「
『
五
日
市
憲
法
草
案

』
の
条
文
が
意
外
と
整
備
さ
れ
、
つ
め
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
が
浮
き
ば
り
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
帝
国
憲
法
の
方
は
い

わ
ゆ
る
施
行
規
則
は
他
の
法
律
で
定
め
る
こ
と
で
本
文
は
根
本
法
の
み
の
記
述

に
整
備
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
五
日
市
憲
法
草
案

』
の
方
は
施
行
規
則

と
根
本
法
が
か
な
り
複
雑
に
な

っ
て
お
り
、
ま
た
条
文
ど
う
し
の
矛
盾
点
も
多

か

っ
た
。

『
民
衆
憲
法
の
創
造

』
に
よ
る
と

『
学
芸
講
談
会

』
で
は
憲
法
草
案

の
条
文
を
か
な
り
討
論
し
た
う
え
で
決
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
力

は
『
国
民
の
権
利

』
等
に
大
き
く
注
が
れ
、
そ
の
分
、
法
律
と
し
て
の
整
合
性

だ
と
か
、
行
政
組
織
の
構
成
に
つ
い
て
の
構
想
と
い
う
点
で
は
、
や
は
り
弱
点

を
さ
ら
け
だ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
３

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
て
矛
盾
す
る
点
を
拾
い
だ
し
て
み
る
と
、
何
と
た

わ
い
の
な
い
ミ
ス
で
あ
る
か
に
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。
学
習
会
は
と
も
か
く
と

し
て
、
憲
法
起
草
の
作
業
が
千
葉
卓
三
郎
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
条
文

一
つ
一

つ
に
つ
い
て
の
集
団
討
論
な
ど
は
行
な
わ
れ
な
か

っ
た

（
そ
れ
故
に
未
完
成
と

い
え
る
か
も
知
れ
な
い
）
た
め
の
自
家
撞
着
と
言
え
よ
う
。

（
一二
）

以
上
見
て
き
た
よ
う
に

「
喫
鳴
社
草
案
」

一
〇
九
ケ
条
の
ほ
と
ん
ど
が
何
ら

か
の
形
で

「
五
日
市
憲
法
草
案
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
「上
院
第
五
条
」

の
正
副
議
長
の
任
命
に
つ
い
て
の

一
条
が
Ｂ
に
は
全
く
欠
け
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
そ
の
半
分
が
Ａ
を
土
台
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
自
で
あ

る
が
、
そ
の
他
の
部
分
は
元
老
院
か
ら
発
行
さ
れ
た
欧
州
各
国
憲
法
な
ど
を
参
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照
し
、
そ
れ
に
加
え
、
千
葉
卓
三
郎
独
自
の
考
案
に
な
る
も
の
と
い
う
。
こ

と
こ
ろ
で

「
五
日
市
草
案
の
民
主
的
水
準
は
暖
鳴
社
草
案
を
か
な
り
乗
り
越

え
た
と
言

っ
て
よ
い
」
⑩
と
稲
田
正
次
氏
や
色
川
大
吉
氏
等
は
高
い
評
価
を
与

え
て
い
る
。
確
か
に
Ａ
に
見
ら
れ
な
か

っ
た
す
ぐ
れ
た
内
容
が
、
そ
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
⑤
項
、
も
し
く
は
＜ｃ＞
、
０
項
に
も
い
く

つ
か
見
ら
れ

た
。た

と
え
ば

「
第

一
編
国
帝
第
二
章
国
帝
ノ
権
利
」
で
は
、
三
二
条

「
国
帝

ハ

軍
隊

二
号
令
シ
敢
テ
国
憲

二
惇
戻
ス
ル
所
業
ヲ
助
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
且
ツ

戦
争
ナ
キ
時

二
際
シ
臨
時

二
兵
隊
□
国
中

二
備
ヒ
置
カ
ン
ト
欲
セ
ハ
元
老
院
民

撰
議
院
ノ
承
諾
ナ
ク
シ
テ
ハ
決
シ
テ
之
ヲ
行
フ
可
ラ
サ
ル
者
ト
ス
」
と
あ
り
、

二

一
条
で
国
帝
に
よ
る
海
陸
軍
の
総
督
を
認
め
な
が
ら
、
決
し
て
軍
隊
は
国
帝

の
恣
意
に
任
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
憲
に
準
拠
し
、
議
会
の
決
定
に
従
う
べ

き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、　
一
九
四
条
国
事
犯
の
死
刑
宣
告
不
可
、
二
〇
〇
条
犯
罪
者
の
財
産
権

保
障
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。
こ
う
し
た
司
法
権
に
関
し
て
は
、
Ａ
で

「
司

法
権
第
二
条
」
に

「
諸
裁
判
所
ノ
種
類
構
成
権
限
及
裁
判
官
ノ
識
制

ハ
法
律
之

ヲ
定
ム
」
と
だ
け
あ
る
の
に
対
し
、
Ｂ
で
は

一
七
二
条
以
下
、
細
部
に
わ
た
る
多

く
の
規
定
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
逮
捕
か
ら
訴
訟

・
裁
判
に
至
る

ま
で
異
常
な
ほ
ど
に
詳
細
な
条
文
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
彼

自
身
が
明
治
６
年
、
獄
に
投
ぜ
ら
れ
た
経
験
が
あ
り
、
そ
れ
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。こ

こ
れ
は
私
擬
憲
法
起
草
に
関
係
し
た
民
権
家
に
共

通
し
た
要
素
で
あ
ろ
う
。

二
、

民
権

思

想

の
限

界

（
一
）

「
五
日
市
憲
法
草
案
」
の
起
草
者
千
葉
卓
三
郎
は
、
そ
の
起
草
約

一
年
後
、

「
王
道
論
」
を
著
わ
し
た
。
例
会
で
レ
ポ
ー
ト
を
担
当
し
た
奥
田
和
美
氏
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「千
葉
は
言
う
。

『
王
権
ノ
無
極

ハ
顛
覆
ノ
政
変
ヲ
致
ス
ヲ
論
ス
』
と
。
し

か
し
、
こ
う
も
言
う
。

『
民
極

ハ
是
訓
是
行
、
其
皇
極
ヲ
補
翼
シ
テ
王
道
ヲ
顕

彰
ス
ル
所
以
ン
ノ
者
ナ
リ

』
と
。
前
者
を
見
れ
ば

一
見
、
主
権
は
人
民
に
あ
る

か
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
が
、
後
者
の
主
張
か
ら
主
権
が
ど
ち
ら
に
存
す
る
か
、

も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も

『
王
道

』
政
治
実
現
を
期
す
る
こ
と
を

目
的
に
書
か
れ
た
王
道
論
で
あ
る
。
王
道
政
治
は
王
者
＝
天
皇
が
行
な
う
こ
と

で
あ
る
と
も
明
言
さ
れ
て
い
る
。

『
草
案

』
に
は
確
か
に
国
民
の
権
利
に
関
す

る
条
項
が
多
い
が
、
政
治
的
主
体
性
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
主
権
者
と
し
て

の
意
識
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
弱
点
は
、
憲

法
草
案
の
条
項
に
前
後
の
矛
盾
や
論
理
的
不
整
合
が
認
め
ら
れ
る
点
、
行
政
に

関
す
る
条
項
の
貧
弱
さ
等
に
も
表
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
部
分
的
な
問
題
と
し
て

制
胴
溶
躊
¨
微
”
射
制
赫
効
畑
『
鋭
憲
政
を
凌
駕
で
き
る
も
の
な
の
か
ど
う
か

民
権
運
動
の
理
論
的
根
拠
が
、
千
葉
の

「
王
道
論
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

天
皇
に
よ
る

「
王
道
」
政
治
実
現
に
あ
る
も
の
と
す
る
と
、明
治
政
府
の
弾
圧

・

懐
柔
下
に
運
動
が
挫
折

・
敗
北
し
て
い
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

政
府
は
彼
ら
以
上
に

「
天
皇
」
と
い
う
も
の
を
有
効
に
利
用
し
得
た
の
だ
か
ら
。

そ
の
よ
う
な
根
拠
が
生
じ
て
く
る
理
由
を
、
民
権
家
の
出
自

。
経
歴
な
ど
に

短
絡
的
に
求
め
る
の
は
正
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い

（
た
と
え
ば
、
千
葉
の
仙

台
藩
士
、
深
沢
名
生

・
権
八
ら
の
五
日
市
の
豪
農
な
ど
）
。
歴
史
の
限
ら
れ
た

段
階
で
は
、
時
に
は
儒
教
思
想
が
、
あ
る
い
は
国
学
が
、
尊
王
論
が
、
そ
れ
ぞ

れ
歴
史
を
変
え
る
原
動
力
と
な

っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
か
ら
。
た
と
え
彼
ら

の
教
養

・
知
識
の
基
礎
が
漢
学

・
儒
学
で
し
か
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を

責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
天
皇
と
い
う
概
念

・
存
在
を
捨

象
で
き
な
い
原
因
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、
大
き
な
弱
点
で
あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な

る
ま
い
。

（
一
一）

「
啜
鳴
社
草
案
」
と
同
時
期
か
、
や
や
遅
れ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る

「
憲
法
草
稿
評
林
」
Ｃ
と
い
う
憲
法
意
見
が
あ
る
。
元
老
院
が
明
治

一
三
年

（
一
八
八
〇
）
七
月
に
起
草
し
た

「
国
憲
」
第
二
次
案
に
対
す
る
第

一
評
者

・

第
二
評
者
、
二
人
の
人
物
に
よ
る
逐
条
的
な
批
評
と
い
う
形
式
の
も
の
で
あ
り
、

こ
　
私
擬
憲
法
草
案
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
起
草
す
る
前
段
階
の
作
業
か
ら
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三
ま
二
一
．言
〓
達
誓
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
ｃ
彼
ら
が
い
か
な
る
者
）え
で
憲
法

菫
誓

・
〓
家
構
想
を
錬

っ
た
の
か
の
過
程
が
感
じ
取
れ
る
。
評
者
の
二
人
が
誰

で
あ
る
か
は
不
詳
だ
が
、
第
二
評
者
に
つ
い
て
は

「
憲
法
草
稿
評
林
」
が
岩
手

の
小
田
家
文
書
中
よ
り
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
漢
学
者
小
田
為
綱
に
あ
て
る

見
解
が
あ
る
と
い
う
。３

と
に
か
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
思
想
的
弱
点
を

拾

っ
て
み
よ
う
。

ま
ず

「
第

一
編
第

一
章
皇
帝
第

一
条
」
の
万
世

一
系
の
皇
統
に
つ
い
て
、
第

二
評
者
は

「
万
世

一
系
ノ
皇
統

ハ
日
本
人
民

ニ
シ
テ
誰
力
翼
望
セ
サ
ル
モ
ノ
ア

ラ
ン
ヤ
」
と
断
定
的
に
述
べ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
天
皇
を
中
心
に
据
え
る
考

え
は
、
せ
い
ぜ
い

「
君
民
共
政
」
に
停
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
。
第

一
評
者
の

末
尾
に
挙
げ
ら
れ
た

「
抵
死
約
条
ヲ
要
ス
ヘ
キ
条
款
」
の

「
八
」
で
、　
習
〓
帝

憲
法
ヲ
遵
守
セ
ス
、
暴
威
ヲ
以
テ
人
民
ノ
権
利
ヲ
圧
抑
ス
ル
時

ハ
、
人
民

ハ
全

国
総
員
投
票
ノ
多
数
ヲ
以
テ
、
廃
位
ノ
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
も
直
ち
に
天
皇
制
廃
止
を
謳
う
も
の
で
は
な
く
、

「
君
民
共
政
」
に

沿
わ
な
い
恣
意
的
な
天
皇
の
廃
位
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
後
継
に
は
英
明
寛
恕

な
る
天
皇
の
即
位
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
国
憲
」
第
二
次
案
末

尾
の

「
附
録
第
二
条
」
に
対
す
る
第
二
評
者
の
修
正
案
は

「
国
憲
施
行
ノ
日
ニ

際
シ
、
文
武
百
宮
ヲ
シ
テ
、
忠
ヲ
皇
帝

二
場
シ
、
宅
モ
私
曲
ノ
心
ナ
ク
、
嘗
テ

賄
賂
柾
法
ノ
所
業
ヲ
為
サ
ス
、
強
メ
テ
国
家
ノ
為
メ
ニ
シ
、
以
テ
天
下
ノ
公
益

ヲ
謀
、
且
国
憲
ヲ
遵
守
ス
ヘ
キ
コ
ト
誓

ハ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
忠
君
愛
国
思
想
が
強

固
に
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
国
家
体
制
の
変
革
志
向
な
ど
は
微
塵
も
見
ら
れ
な

い
。次

に

「
同
第
二
章
皇
帝
未
成
年
及
摂
政
第
二
条
」
に
つ
い
て
、
第

一
評
者
は

摂
政
と
し
て
の
適
任
者
が
皇
族
中
に
い
な
い
時
、

「
臣
民
中

二
於
テ
、
日
本
帝

国
内

二
生
レ
、
公
権
人
権
ヲ
具
有
シ
、
年
齢
四
十
以
上

二
至
り
、
且
衆
庶
ノ
望

ミ
ア
ル
者
ヲ
撰
任
ス
ヘ
シ
」
と
す
る
に
対
し
、
第
二
評
者
は

「
至
当
ノ
論

二
似

タ
リ
ト
雖
、
広
闊

二
過
キ
テ
、
実
地

二
行
ナ
ハ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
摂
政
を
全
国
臣
民
か
ら
選
ぶ
時
は
必
ず
や

一
般
投
票
に
よ
る
こ

と
を
前
提
と
す
る
が
、

「
其
投
票
実
際
其
人
ヲ
得
ヤ
否
ヤ
、
未
夕
開
ケ
サ
ル
幼

稚
ナ
ル
我
日
本
人
民

ニ
シ
テ
、
決
シ
テ
保
証
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
。
之
レ
広
過

キ
テ
却
テ
当
ヲ
得
ザ
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

一
般
投
票
に

対
す
る
懐
疑
的
否
定
的
見
解
は
第
二
評
者
の
他
の
部
分
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
で

あ
る
。
本
来
民
権
運
動
で
手
を
携
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
般
人
民
を

こ
の
よ
う
に
見
下
し
、
取
る
に
足
ら
ぬ
存
在
と
す
る
見
方
は
江
戸
時
代
封
建
的

支
配
者
の

「
愚
民
観
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
う
し
た
傾
向
は
第
二
評
者
の
み
で
な
く
、

「
第
四
編
第
三
章
代
議
士

及
其
権
利
第

一
条
」
の
選
挙

・
被
選
挙
権
に
関
す
る
批
評
で
、
第

一
評
者
も
似

通

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
納
税
額
に
よ
る
制
限
は

「
少
数
ノ

一
部
民

二
偏
帰
シ
」
と
そ
の
不
可
を
主
張
す
る
が
、
被
選
挙
権
に
つ
い
て
は
二

十
五
歳
以
上
の

「
公
権
人
権
ヲ
具
有
」
す
る
者
と
し
、
以
下
欠
格
事
項
が
並
べ

ら
れ
て
あ
る
が
、
女
子
に
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

「
嘗
テ
公
共
ノ
救
畑
ヲ
受

ケ
シ
者
、
人
ノ
傭
僕
ト
ナ
リ
シ
者
、
定
住
ナ
キ
者
、
盲
者
、
唖
者
、
聾
者
、
風

癒
者
」
な
ど
も
除
外
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
選
挙
権
は
二
十
歳
以
上
で
同
じ

く

「
公
権
人
権
ヲ
有
シ
、　
一
家
ノ
戸
主
タ
ル
男
女
」
に
与
え
ら
れ
る
と
し
、
や

は
り

「
人
の
僕
婢
ト
ナ
ル
者
、
嘗
テ
公
共
ノ
救
血
ヲ
受
シ
モ
ノ
、
帝
国
内
ノ
住

セ
サ
ル
モ
ノ
、
獄
舎

ニ
ア
ル
モ
ノ
、
風
癒
者
、
親
戚
若
ク
ハ
他
人
ノ
後
見
ヲ
受

ク
ル
者
、
嘗
テ
娼
妓
ト
ナ
リ
シ
モ
ノ
、
嘗
テ
娼
妓
貸
座
敷
及
其
等

二
類
ス
ル
賎

業
ヲ
営
シ
モ
ノ
」
な
ど
を
除
い
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
第
二
評
者
は

「
公
共
ノ
救
脚
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
、
人
ノ
傭
僕
ト

ナ
リ
シ
モ
ノ
、
定
住
ナ
キ
モ
ノ
云
々
、
吾
輩
採
ラ
サ
ル
所
ナ
リ
。
如
何
ト
ナ
レ

ハ
、
賢
者
卜
雖
、　
一
時
窮
ス
ル
ト
キ

ハ
、
公
共
ノ
救
仙
ヲ
得
ル
コ
ト
モ
有

ヘ
シ
。

又
人
ノ
傭
僕
ト
ナ
ル
モ
ノ
モ
ア
ル
ヘ
シ
。
又
家
産
ヲ
失
フ
テ
、
定
住
ナ
キ

ニ
モ

至
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
。
然
シ
テ
此
制
限
ア
ル
ト
キ
、
貧
窮
ノ
賢
者
ヲ
棄
ツ
ル
ナ

リ
。
聖
賢
者

ハ
利
発
者
、
狡
猾
者
卜
違
ヒ
、
家
産
ヲ
失
ヒ
安
シ
。
如
何
ト
ナ
レ

ハ
、
非
理
ノ
利
ヲ
貪
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
述
べ
、
地
租
軽
減
運
動

・
民
権
運
動

な
ど
で
民
衆
の
側
に
立
ち
、
困
窮
没
落
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
豪
農
層

を
擁
護
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
す
ぐ

「
仮
令
此
制
ナ
キ
モ
、
人
民
焉
ソ

今
日
賢
不
肖
モ
知
ラ
サ
ル
乞
食
、
非
人
輩
ヲ
撰
ム
コ
ト
ア
ラ
ン
ヤ
」
な
ど
と
述

べ
て
い
る
し
、
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
被
選
挙
権
に
関
し
て
み
ら
れ
た
豪
農
層

に
対
す
る
配
慮
す
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
。
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真
に
良
政
を
欲
し
て
い
る
の
は

「
人
ノ
僕
婢
ト
ナ
ル
者
」
で
あ
り
、

「
嘗
テ

公
共
ノ
救
愧
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
」
た
ち
な
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
民
権
家

の
意
識
中
に
は
、
貧
窮
者

（自
分
た
ち
と
政
治
的
経
済
的
立
場
を
同
じ
く
す
る

者
を
除
く
）
、
身
体
障
害
者
な
ど
弱
い
立
場
の
下
層
民
衆
に
対
す
る
配
慮
は
全

く
欠
如
し
て
い
る
。

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
女
子
の
被
選
挙
権
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
、

「
第
二
編
国
民
及
其
権
利
義
務
第
四
条
」
の
所
で
第

一
評
者
が

「
古
来
我
国

ニ
テ
ハ
、
帝
家
ノ
使
給
ス
ル
女
子
若
ク
ハ
楼
妾
ヲ
シ
テ
、
朝
廷
ノ

官
名
ヲ
任
帯
セ
シ
ム
ル
ノ
沿
習
タ
リ
。
是
レ
最
モ
謂
レ
ナ
キ
コ
ト

ニ
シ
テ
、
改

メ
ス
ン
バ
ア
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
明
言
し
、
女
子
が
文
武
富
職
に
就
く
こ
と
を
問

題
外
と
し
て
い
る
。

お

　

わ

　

り

　

に

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
民
権
家
た
ち
の

「
自
由
民
権
思
想
」
と
い
う

も
の
が
、
我
々
が
現
在
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な

「
自
由
主
義
」

「
民
主
主
義
」

な
ど
と
は
か
な
り
異
な
り
、
種
々
弱
点
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
自

で
あ
る
。
こ
れ
を
歴
史
的
制
約
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
と
や
か
く
言

っ
て
も
意
味

の
な
い
こ
と
と
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
。
全
国
的
に
盛
り
上
が

っ
た
民
衆
憲
法

起
草
、
国
会
開
設
請
願
運
動
に
燃
焼
さ
れ
た
先
人
の
優
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
称

揚
す
る
の
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
段
階
に
停
ま

っ
て

い
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
運
動
は
国
家
権
力
に
よ
り
圧
迫
さ

れ
、
挫
折
し
、

「
国
権
論
」

へ
と
中
心
を
移
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
内
的

理
由
が
果
し
て
何
で
あ

っ
た
か
、
そ
れ
を
冷
静
に
見
極
め
て
お
く
こ
と
が
、
今

の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、　
一層

必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

０
　
五
月
例
会
設
定
の
意
義
と
成
果
に
つ
い
て
は
、
コ
示
浜
歴
科
研
会
報

』

（以
下

『
会
報

』
と
す
る
）
第

一
八
号
、
奥
田
晴
樹
氏
に
よ
る
例
会
記
録
、

及
び
同
号

・
第

一
九
号
、
大
湖

・
奥
田
和
美

・
伊
東
に
よ
る
チ

ュ
ー
タ
ー

の
記
を
参
照
。

②
　
武
相
民
権
運
動
百
年
記
念
実
行
委
員
会
編

『
続

・
憲
法
を
考
え
る
』
所

載
。

０
　
『
神
奈
川
県
史

』
資
料
編

一
三
所
載
。

０
　
一則
掲

『
会
報

』
一
八
号
、
拙
稿
で
は
０
を
四
六
ケ
条
と
し
た
が
、
今
回
、

＜ｃ＞

。
③
項
を
加
え
、
若
干
補
正
を
試
み
た
。

同
　
も
と
も
と

「
五
日
市
憲
法
草
案
」
に
は
通
し
番
号
で
条
数
は
示
さ
れ
て

い
な
い
が
、
便
宜
上
、
当
会
で
は
、
色
川
大
吉
編

『
民
衆
憲
法
の
創
造

』

所
載
の
草
案
に
付
さ
れ
た
条
数
に
基
づ
い
て
『
県
史

』
所
載
の
草
案
に
通

し
番
号
を
付
し
、
そ
れ
を
条
数
と
し
た
。

０
　
＜ｃ＞
の
残
り

一
条
は
Ａ

「
第

一
編
皇
帝
第
二
十
五
条
」
の
叙
位
叙
勲
に
関

す
る
皇
帝
の
権
利
に
、
Ｂ
二
四
条
で
法
律
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
ず
、

「
国

会
ノ
可
決
」
も
必
要
と
制
約
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

同
　
一削
掲

『
続

・
憲
法
を
考
え
る
』
所
載
の
条
文
で
は

「
成

〔
年

〕
」
と
な

っ
て
い
る
。

ｕ
　
『
会
報

』
第

一
九
号
。

０
　
稲
田
正
次
講
演
記
録

「
民
権
期
の
憲
法
起
草
運
動
」

（
『
続

・
憲
法
を

考
え
る

』
所
載
）
。
ス
ペ
イ
ン
、
ス
イ
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、

デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
タ
リ
ア
、
ォ
ー
ス
ト
リ
ア
７
カ
国
の
憲
法
が
、
国
帝
、

国
民
の
権
利
、
立
法
権
、
司
法
権
八
十
力
条
に
わ
た
り
参
照
さ
れ
て
お
り
、

プ
ロ
シ
ャ
憲
法
は

一
カ
条
を
除
い
て
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

⑩
　
色
川
大
吉
講
演
記
録

「
人
権
の
先
覚
者
千
葉
卓
二
郎
論
」

（千
葉
卓
三

郎
顕
彰
記
念
誌
編
集
委
員
会

『
民
主
憲
法
の
父
千
葉
卓
三
郎

』
所
載
）
。

『
会
報

』
第

一
九
号
。

『
続

・
憲
法
を
考
え
る
』
所
載
。

杉
山
弘
解
説

「
民
衆
の
創
造
力
と
国
家
」

（同
上
所
載
）
。

⑩
に
同
じ
。
安
藤
陽
子

「
史
料
紹
介
憲
法
草
稿
評
林
六

『
歴
史
公
論

』

一
九
八
二
年
二
月
号
）
。

（
一
九
八
六

・
九

・
三
稿
了
）

(141 1131 021 111)
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